
 

 

第１３号 様式  

＊記載に当たっては、裏面をご覧ください。  

                                 要領管徴 13 

自動車税種別割過誤納金等還付請求権譲渡証  

    年   月   日  

 

  島 根県知 事  

                        

(   県民センター所長 ) 様  

譲

渡

人

（

債

権

者

）

 

住   所  

(所在地 ) 
 

氏  名  

(名  称 ) 

代表者職名・氏名 

 

○印   

  

(電話                         ) 

自動 車税種 別割の 過誤 納金 及び当 該 過誤 納金 に係 る還付 加算金 の還 付請 求権を次 の  

とお り譲渡 しまし たの で、 当該還 付金は 譲受 人あ て に支 払 って くだ さい 。  

自動 車税種 別割  

年度  登  録  番  号  徴  収  番  号  年  税  額  過誤 納金額  

 
島 根  

出 雲  
         円         円  

納  付  年  月  日  年     月     日  

過誤 納とな った  

理      由  
年   月   日ま っ 消 、そ の他（    ）  

譲  

 

受  

 

人  

所  在  地 

（住  所）  
 

名   称 

（氏  名）  
 

代表者職名・氏名  

電    話  

担当者連絡先 

（ 支社・支店名）  

（部 署）  

（氏 名）  

（電 話）  

摘  

 

 

要  

 口座振 込を希 望 さ れる 方は、 次 の事 項 を お知 らせく ださい 。  

金融 機関名   

支店 等名   

口座 番号   普通 ・当座  

フリ ガナ  

口座 名義人  
 

 



 

 

押 印・記載漏れ若し くは記載誤り又は添付書類に不備等がある場合

は受理でき ませんので、注意事項をよくご確認の上提出してください。 

 

注意事項  

 

１． 提出期限 につ い て  

  〇自動車 税種 別 割過 誤納金 等 還 付 請 求権 譲渡証（ 以 下「 譲渡証 」とい う 。）の

提出 期限は、 過誤 納 金が 生 じた 日 から ７ 日 以 内 です 。  

 

２． 記載事項 につ い て  

〇譲 渡人（ 債 権者 ） は ４ 月１日 現在の 名 義 人 （納税 義 務 者 ） で す 。  

  〇譲渡人 が個 人 の場 合は、 自 署 の う え実 印を押 印し て く だ さ い (※ 1)。  

  〇譲渡人 が法 人 の場 合は、法 人 名 及 び 代 表 者の 職 名及 び 氏名 を 記 入 し 、代 表 者

印（ 実印）を 押印 し てく だ さい (※ 1)。  

  〇譲渡人 の住 所（ 所在地 ）及 び氏 名（名 称 ）は、提 出 時 時点 の 住民票・登 記 事

項証 明書の住 所（ 所 在地 ） ・氏 名 （名 称 ） を 記 入し て く だ さ い 。  

＊ 譲 渡 証 に 記 載 さ れ た 譲 渡 人 の 住 所 （ 所 在 地 ） 及 び 氏 名（ 名 称 ） が 添 付 書 類 の 印 鑑

登 録 証 明 書 及 び 印 鑑 証 明 書 上 の 住 所 （ 所 在 地 ） ・ 氏 名 （ 名 称 ） と 異 な る 場 合 は 、

譲 渡 証 を 受 理 で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。  

 〇譲 受人が 法 人の 場合 は、「所 在地 」欄 及 び「名 称」欄 は 本社 ・本店の 所 在 地

及び 名称を 記 入し て く だ さい 。 ま た、 代 表 者 職名 ・ 氏名及 び 担 当者 連 絡 先を

記入 してく だ さい 。  

 〇 譲渡人 及 び譲 受 人の 電話 番 号は必 ず 記入 し て く ださい 。  

 〇 「 摘 要 」 欄 の 譲 受 人 の 振 込 口 座 に つ い て は 、 本 社 ・ 本 店 等 名 義 口 座 に 加 え 、

支社 ・支店等 名義 口 座も 可 と し ます。  

    

３． 添付書類 につ い て  

  〇譲渡人 が個 人 の場 合：譲 渡 人 の 印 鑑登 録証明 書 (※ 1) 

  〇譲渡人 が法 人 の場 合：譲 渡 人 の 印 鑑証 明書 (※ 1) 

   ＊ 印 鑑 登 録 証 明 書 ・ 印 鑑 証 明 書 は 提 出 前 ３ ヶ 月 以 内 に 取 得 し た も の 。 写 し 可 。  

  〇 譲渡証に 記載 した住所（所 在地 ）及 び 氏 名（ 名 称）と 納 税通 知 書 に記 載 さ れ

た住 所（所在 地） 及 び氏 名 （名 称 ）と が 一 致 し ない 場 合  

   ・変更 の経 緯 が確 認 でき る 公 的 書 類（ 住 民票 ・ 商 業 登 記 簿 等。写 し 可）  

＊ 添 付 が な い 場 合 は 譲 渡 人（ 納 税 義 務 者 ）へ 連 絡 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。 

 

４． その他  

・譲渡 人（納税 義務 者 ）に 未納 の 徴 収 金 が あ る場合 は 、還付 請 求 権 譲渡 証 を提

 出 された 場 合で も 還 付 金を未 納の県 税 徴 収 金に充 当 す る こ と に なりま す。  

・ 還 付 請求 権譲 渡 証を 提出 さ れた 年 度 中 に 過誤 納 金 が 生 じ な か った場 合 は、当

該還 付請求権 譲渡 証 によ る 債 権 譲渡は 無 かっ た も の とみ な し ま す 。  

 

※ 1:譲 渡 人 が 譲 渡 証 を 県 税 窓 口 に 持 参 す る 場 合 は 、 公 的 書 類 (＊ )に よ る 本 人 確 認 を 行 い ま

す 。こ の 場 合 、譲 渡 証 へ の 押 印 及 び 印 鑑 登 録 証 明 書 及 び 印 鑑 証 明 書 の 添 付 は 不 要 で す 。  

   ＊ 個 人 の 場 合 ： 免 許 証 等  

   ＊ 法 人 の 場 合 ： 法 人 の 代 表 者 が 確 認 で き る 登 記 事 項 証 明 書 等 及 び 代 表 者 の 免 許 証 等  

 


